
平成２１年（国）第４２０号

平成２２年５月３１日裁決

主文

社会保険庁長官が、平成○年○月○日付で、

再審査請求人に対し、平成○年○月から障害

基礎年金の額を改定するとした処分は、これ

を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、右根性座骨神経痛及び右変

形性膝関節症（外傷性）（併せて、以下「傷

病①」という。）とうつ病（以下「傷病②」

という。）による障害を併合して、平成

○年○月○日を受給権発生日とする障害

等級１級の障害基礎年金の支給を受けて

きたところ、同人は、社会保険庁長官に

対し、平成○年○月○日（受付）、傷病

①について障害給付受給権者障害不該当

届（平成○年○月○日付。以下、単に「不

該当届」という。）を提出する一方、傷

病②については、国民年金法施行規則第

３６条の４第１項による、障害の状態に

関する診断書（以下「現状診断書」とい

う。）として、平成○年○月○日現症の

もの（以下「診断書Ａ」という。）を提

出した。

２　社会保険庁長官は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、「障害の程度が変

わったため、年金額を変更しました。」

として、平成○年○月から障害基礎年金

の額を改定し、○万○円とする処分（以

下「先行処分」という。）をした。

３　請求人は、先行処分を不服とし、○○

社会保険事務局社会保険審査官（以下「審

査官」という。）に対する審査請求を経て、

当審査会に対し、再審査請求をした。

当審査会は、平成○年○月○日付で、

保険者が不該当届を請求人に提出させ、

それに基づき先行処分をしたことに手続

違背があるとして、先行処分を取り消す

旨の裁決（以下「先行処分裁決」という。）

をした。

４　社会保険庁長官は、請求人に対し、傷

病①に係る同人の昨年の誕生日ころ（平

成○年○月○日）の現症の診断書の提出

ができるかどうか「再度確認したとこ

ろ」、同人からは、Ａ師作成の平成○年

○月○日現症の診断書（以下「診断書Ｂ」

という。）が提出された（審理期日にお

ける保険者の代理人の陳述参照）。

５　社会保険庁長官は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、先行処分裁決を承

けて、先行処分を取り消す一方、同日付

で、「障害の程度が変わったため、年金

額を変更しました。」として、平成○年

○月から障害基礎年金の額を○万○円に

改定する旨の処分（以下「原処分」とい

う。）をした。

原処分は、取り消された先行処分と比

べ障害基礎年金の額の減額改定の始期が

○月間遅れているだけで、その点を除け

ば、両処分は同一内容のものであるが、

保険者の代理人は、原処分の理由につい

て以下のような趣旨の陳述をしている。

平成○年現状診断書提出当時の、傷病

②による障害の状態は、診断書Ａによれ

ば、国民年金法施行令別表に定める２級

の障害の程度に該当するが、傷病①によ

る障害の状態は、平成○年現状診断書が

未提出であり、その障害の状態を認定す

ることはできない、そうすると、平成○

年現状診断書提出当時における請求人の

障害の状態は、本件診断書Ａのみをもっ

て判断することとなり、原処分のとおり、

２級の障害の状態に該当する。

６　請求人は、原処分を不服とし、審査官

に対する審査請求を経て、当審査会に対

し、再審査請求をした。

本件の問題点は、本件における具体

的事実関係に照らして、原処分が適法か

つ妥当なものと認められるかどうかであ

る。

第３　当審査会の判断



(1)　本件の場合、先行処分も原処分のい

ずれもが、請求人の、平成○年○月○日

ころの傷病①と傷病②による障害を併合

した障害の状態が従前の障害等級以外の

障害等級（２級）に該当すると社会保険

庁長官が認めたことによるものである

（国民年金法（以下「法」という。）第

３４条第１項）。両者の違いは、障害基

礎年金額の「改定が行われた日の属する

月」を、前者は平成○年○月（請求人の

誕生月）とし、後者は、保険者によれば、

現状診断書による改定の場合は誕生月の

３月後とする取扱いがあるとして、同年

○月（先行処分をした月）としたことに

よるが（法第３４条第６項）、実質的には、

両者は同一の処分とみることができる。

(2)　当審査会が取消し裁決をした場合に、

保険者は当該裁決に拘束され、その処分

を取り消さなければならないが、処分取

消し後に全く同一の処分をすることが法

的に全く不可能というわけではない。本

件の場合、理論的には、先行処分裁決は

手続違背によるものであるので、別個の

手続により、別個の理由で先行処分と実

質的に同一の処分をすることが可能な場

合がないわけではない。しかし、この場

合、別個の手続が法的に可能であり、か

つ、それが適正に行われ、処分そのもの

も適法かつ妥当なものでなければならな

いことは、言うまでもない。

(3)　本件の場合、社会保険庁長官が別個

の手続を新たに採ったかどうかについて

は、疑問の点がないわけではない。しか

し、前記第２の４の診断書Ｂの提出を求

めたことをもって、障害基礎年金の受給

権者が現状診断書を提出しない場合に

保険者が採り得る手段としての、法第

１０７条第１項の規定による診断書の提

出命令があったと解釈する見方があり得

る。

(4)　障害基礎年金の受給権者が現状診断

書を提出しない場合に、現行法は以下の

ような手続を予定している。

①　まず、「正当な理由がなくて」現状

診断書を提出しなかったとして、法第

７３条の規定により、障害基礎年金の

支払を「一時差し止める。」。この場合、

本件のように別個の２個の傷病による

障害を併合した年金を受給している場

合には、それは、本来別個の障害基礎

年金であったものが（法第３１条第１

項）、併給調整の規定により１個の障

害基礎年金にまとめられたのである

から（同条第２項）、これに立ち返り、

現状診断書が提出されていない傷病に

係る部分の支払の差止め（本件の場合

は、１級と２級の障害基礎年金額の差

額部分の支払差止め）がなされると解

すべきである。

②　支払差止めの場合、後に現状診断書

が提出され、その解除がなされるとき

は、その診断書が支払差止め当時の現

症のものでなくとも、解除がなされる

限りは、支払差止め時に遡って解除す

るとの取扱いになるので、それを避け

るため、保険者は、上記差止めに引き

続き、法第１０７条第１項の規定によ

る診断書の提出命令ないし同条第２項

の規定による受診命令を発出し、受給

権者がそれに従わない場合、法第７２

条の規定により、障害基礎年金の「額

の全部又は一部につき、その支給を停

止」する。

③　なお、法第７２条の規定と前記①で

述べたと同様の理由により、本件の場

合は、１級と２級の障害基礎年金額の

差額部分の支給停止がなされると解さ

れるので、実質的には、障害基礎年金

の額改定処分と基本的には同一の法効

果が生じる。

(5)　しかし、本件の場合、法第１０７条

第１項の規定による診断書の提出命令が

あったとみることは、困難であると言わ

ざるを得ない。上記命令は、それに従わ

ない場合には多大な不利益を生ぜしめる

ものであるから、その旨を告げて発する

必要があるが、本件の場合、社会保険庁

長官がそのような手続を踏んだとの主張

も立証もない。また、社会保険庁長官が

請求人に平成○年○月○日当時の現症の



診断書を提出するよう求めたのは、先行

処分裁決後、早くとも平成○年○月以降

のことであり、傷病①の医学的特性（注：

保険者の代理人の一人である医師は、審

理期日において、傷病①は「病態的には

固定性の病態ではない可能性もある」旨、

陳述している。）、及び請求人の受診状況

からして、同長官は、請求人に実現不可

能な診断書の提出を求めたと言わざるを

得ない。

(6)　そして、保険者は、平成○年○月○

日現在において、原処分を正当化する理

由として、前記第２の５の傷病①に係る

「平成○年現状診断書未提出」以外のも

のを、何ら示していない。

(7)　そうすると、本件の場合、先行処分

におけるそれと別個の手続により原処分

が適法に行われたと認めることは困難で

あると言わざるを得ず、原処分は取消し

を免れ得ない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。


